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新潟県観光振興条例（仮称）制定の趣旨
１　背　景
・国では観光基本法を４３年ぶりに改正し、平成１９年１月、新たに観光立国推進基本法を制定した。そこでは、我が国の経済発展のために不可欠な課題である観光立国の実現に関する施策の推進を目指している。
・本県には、全国に誇れる四季折々の豊かな自然や食、多様な温泉、歴史・文化など観光資源が集積しており、また、北東アジア交流圏の表玄関という好立地と、特色ある国際定期路線などのポテンシャルを有している。
　・しかしながら、平成１６年の中越大震災及び平成１９年の中越沖地震と３年間に２度に渡る大災害があり、その風評により本県観光が大きなダメージを受けたところである。
  ・本県がその風評被害を払拭するとともに、本県観光の有する特性を活かしながら、これまでの観光振興に向けた地域や民間の取組を活発化させることにより、観光を地域に密着させた総合産業として育成する必要がある。
　　　
  ・そのためには、これまで以上に地域の人々が地域の魅力を見つめ直し、現下の旅行者ニーズと、旅行市場や社会環境の変化に適切に対応した持続力のある観光地づくりと、おもてなしなど受入体制の整備を進めていく必要がある。
・平成２１年（２００９年）は、大河ドラマ「天地人」の放映のほか、新潟デスティネーションキャンペーンの実施、第６４回国民体育大会、越後妻有アートトリエンナーレ2009の開催など、新潟に注目が集まる絶好の機会であり、この機会に併せ条例を策定することにより、観光立県に向けた更なる機運の醸成を図ることが期待される。
２　目　的
・総合的かつ中長期的な視点に立って、本県が観光立県を目指すための基本的な考え方と方向性を明らかにする。
・県、市町村、県民、観光事業者、観光関係団体の責務・役割を明らかにするとともに、観光立県の実現に向けて協働して取り組むための共通認識を醸成し、共通の目標と認識のもと、一人一人が本県観光振興の担い手としての意識を育む。
・観光立県の実現に向けた具体的な成果が期待できるよう実効性を持たせる。
・上記により本県の観光を発展させることにより地域社会の活性化や本県経済の持続的な発展に資することを目的とする。
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